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 司 H23-14/予 H23-07 
配点：３ 

  両罰規定に関する次の【見解】Ａ説ないしＣ説に従って、後記【罰則】

の適用に関する後記１から５までの【記述】を検討し、誤っているものを

２個選びなさい。 

 【見 解】 

  Ａ説：両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法

人に転嫁されることを政策的に認めたものである。 

  Ｂ説：法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者

の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監

督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰される。 

  Ｃ説：法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者

の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監

督上の過失が擬制され、過失責任に基づき法人が処罰される。 

 【罰 則】 

   出入国管理及び難民認定法第７３条の２第１項 

     次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３

００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

     一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 

     二 （以下略） 

   同法第７６条の２ 

     法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関して第７３条の２（中略）の罪

（中略）を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 【記 述】 

  １．Ａ説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国

人に不法就労活動をさせた場合、甲社に出入国管理及び難民認定法違

反の罪（同法第７３条の２第１項、第７６条の２、以下「不法就労助

長罪」という。）が成立する。 

  ２．Ａ説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に

不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立する。 
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  ３．Ｂ説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国

人に不法就労活動をさせた場合、甲社の乙に対する選任監督上の過失

がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。 

  ４．Ｂ説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に

不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督

上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成

立する。 

  ５．Ｃ説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に

不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督

上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成

立する。 
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１．〇 
甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動を

させた場合、乙に不法就労助長罪が成立する。そして、Ａ説によれば、両

罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁さ

れることを政策的に認めたものであるから、甲社の過失の有無にかかわら

ず、甲社にも不法就労助長罪が成立する。 

２．〇 
甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ

た場合、丙に不法就労助長罪が成立する。そして、肢１の解説のとおり、

Ａ説によれば、両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業者の責

任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものであるから、甲社の過失

の有無にかかわらず、甲社にも不法就労助長罪が成立する。 

３．× 
肢１の解説のとおり、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外

国人に不法就労活動をさせた場合、乙に不法就労助長罪が成立する。そし

て、Ｂ説によれば、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であるか

ら、甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されたとして

も、甲社に不法就労助長罪が成立する。 

４．〇 
肢２の解説のとおり、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人

に不法就労活動をさせた場合、丙に不法就労助長罪が成立する。そして、

Ｂ説によれば、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該

従業者に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処

罰されるのであるから、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失

がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。 

５．× 
肢２の解説のとおり、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人

に不法就労活動をさせた場合、丙に不法就労助長罪が成立する。そして、

Ｃ説によれば、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該

正解 
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従業者に対する選任監督上の過失が擬制され、過失責任に基づき法人が処

罰されるのであるから、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失

がないことが立証されたとしても、甲社に不法就労助長罪が成立する。 

なお、肢１の解説のとおり、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関

し、外国人に不法就労活動をさせた場合、乙に不法就労助長罪が成立す

る。そして、Ｃ説によれば、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為で

あるから、甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されたと

しても、甲社に不法就労助長罪が成立する。 

 

なお、判例（最判昭 40.3.26【百選Ⅰ３】）は、「事業主が人である場合の

両罰規定については、その代理人、使用人その他の従業者の違反行為に対

し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必

要な注意を尽さなかった過失の存在を推定したものであって、事業主にお

いて右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた

刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とすることは、すでに当裁判

所屡次の判例……の説示するところであり、右法意は、本件のように事業

主が法人（株式会社）で、行為者が、その代表者でない、従業者である場

合にも、当然推及されるべきである」としている。 
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